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電子商取引及び
情報財取引等に関する準則

Takagi Atsuo

高木 篤夫 （54期）
東京弁護士会

経済産業省において「電子商取引及び情報財取引等に関する準

則」 が公表されており、 適宜見直しがなされ改訂されています。

デジタル社会の進展によって、 電子商取引や情報財取引が取引

社会では大きな地位を占めてきている中で、 民法をはじめとした

法令がデジタル取引の中でどのように適用されるのかの解釈を示

すことで、 取引当事者の予見可能性を高めるとともに取引の円滑

化に資することを目的として提供されています。 今回の特集では

「準則」 の考え方や内容についての講義録を取り上げました。
【略歴】
2001年弁護士登録
日弁連消費者問題対策委員会委員（電子ネットワーク部会）
東京弁護士会消費者問題特別委員会委員長（2022～2023年度）
2013年より「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」起草者
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準則のなりたち1

高 木 「電子商取引及び情報財取引等に関する準
則（以下「準則」といいます。）」について、私は
策定当初からではなく、途中から起草に参加して
いますので、その中の分かる範囲でお話をしたい
と思っております。
経済産業省のホームページの中で「電子商取引
の促進」というページがあります。こちらを見て
いただくと、準則が掲載されています（https://
www.met i .go. jp/pol icy/ i t_pol icy/ec/�
20220401-1.pdf）。令和4年4月改訂が、現在公
表されている最新版となっておりますので、本日
はこちらをご参照いただきながら、準則の読み方・
使い方についてお話しいたします。
準則が最初にできたのは平成14年です。そこ
から何年かごとに改訂を重ねて、現在に至ってい
ます。
平成14年3月に公表された一番最初のものは、
非常にコンパクトな内容でした。オンライン取引
や、消費者保護、情報財取引についてなどの論点
がいくつか入っていて、100ページ未満の小さな
ものだったのですが、改訂を重ねるにつれて論点
が付加され、既存の論点についてもいろいろと改
訂を重ねて現在に至っています。
最新版には、電子商取引に関する論点と、イン
ターネット上の情報に関する論点、それから情報
財取引に関する論点、越境取引、ボーダーレス取
引に関する論点も加わっておよそ400ページに膨
れ上がっています。
今回の説明は策定に携わってきた私の個人的見

解に基づくものですので、この点はご留意ください。

準則の目的と想定読者2

当初は編集方針というものはなかったのですけ
れども、令和2年の改訂のときに、編集方針を決
めることになりました。
まず準則の目的は、電子商取引と情報財取引に
関する法的問題点について、民法をはじめとした
関係法令が、どのように適用されるかを明らかに
することによって、取引当事者の予見可能性を高
め、なおかつ取引の円滑化に資することです。
当初は、想定読者としては、もっぱら事業者の
法務部門、事業部門の方を対象としていました。
事業者の中でも、大きなIT関係の企業について
は法務部などがあって、そちらでいろいろな法的
検討はできるでしょうけれども、特にIT関係に
ついては、スタートアップ企業をはじめとして、
法務部門をきちんと持っていない中小の事業者も
かなりあります。そういった、自前ではなかなか
法的な検討をすることが難しい事業者に対して、
一定の法解釈の準則を示すことで、予見可能性を
高めるとともに、適切な法的対応を期待するとい
うことで当初は策定されました。
ただ、実際のところはそれだけではなく、消費
者相談を受ける相談員の方々も、この準則につい
て注目していただいていたところがあります。そ
のため、そうした消費者相談を担当するような
方々も想定読者としましょうというふうに、改め
て想定読者を定めました。
一方で、一般のIT関係のユーザーとか、一般
消費者とか、そういった方々まではターゲットに
していません。ある程度法的な素養のある方、相
談員レベル程度の、法的な知識を持っている方が

第1 「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の読み方
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レッシブな解釈も、起草の段階ではいろいろと議
論されることがあります。そういった、議論が分
かれていて共通認識としてはこの解釈だというコ
ンセンサスが取れないものについては、この準則
では書きづらい部分があります。そのため、いわ
ゆる多数説的なもの、それから実務で取られそう
な解釈を基礎として解説を行っています。
ただ、この準則の論点が増えてきた背景には、
やはり実務上、いろいろな消費者被害とか、解釈
の対立とか、あるいは新しいビジネスモデルが出
てきたことに起因していて、ちょっと踏み込んだ
形で論点を取り上げるということもなかったわけ
ではありません。必ずしも判断が固まっていなく
とも、標準的な考え方をすれば、こうなるだろう
というような考え方で記載をしているところもか
なりあります。

準則の記載方針4

記載方法の原則は、想定する読者が容易に理解
できるように解説をしていくということになって
います。できるだけ正確性を期するということは
あるのですけれども、相談員や法務部を持ってい
ない事業者が読んだとしても、ある程度の知識が
あれば理解ができるように、できる限り平易で分
かりやすい記述を心がけるよう配慮することに
なっています。
ただし、一定程度の知識がないとなかなか理解
ができないという部分はどうしても残ってしまい
ますが、かなり個々の論点で、参照すべき必要な
文献や、各省庁が出しているガイドラインなどに
ついても取り込んで、ある意味辞書的な使い方も
できるような形で、できるだけ参照するものを提
示しています。
また、長文にならないように配慮をすることに
もなっています。論点について、一定程度分量の

読んでも理解ができるというようなレベル感で、
この準則を作っていくということになりました。

準則を読む際の注意点3

記載内容については、公表時に成立または施行
されている法律に基づくものとすることとして、
時間的限度を決めさせていただきました。令和4
年4月版の準則は、令和4年4月の時点ですでに
施行されている法律については取り込むけれど、
その時点で成立していても施行前のものについて
は、論点の中に取り入れないことになっています。
例えば、取引DPF消費者保護法は令和4年5月に
施行されたので取り入れられていません。この点、
準則を利用する際にご留意をお願いします。
それから、標準的な法令の解釈を基礎として記
載することになっています。これは、解釈にいろ
いろと選択肢があるケースであっても、できるだ
け判例とか、あるいは、一般的に通説とか多数説
といわれるようなものによって立って、その解釈
を示していくというのを前提としています。アグ
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ものは一応決めてあります。
まず、悪意のある事業者に対する公法規制につ
いての論点は除いています。この準則の利用の仕
方は、あくまで民事法の問題についての解釈指針
を示すということが前提になっていますので、公
法的な規制については基本的に書かないことにし
ています。民事法について、それに罰則が付いて
いる場合にまで記載を排除するわけではありませ
んが、純粋に刑事法的な問題については、基本的
に書かないことになっています。
それから、特定のテーマ等に関する周知啓発の
みを目的とした論点も書かないことになりまし
た。以前は、法改正があったり、あるいは新しい
ガイドラインが出たりしたというようなときに、
改訂の際には、そのガイドラインの解説的なもの
を論点として取り入れたことがあるのですけれど
も、分量が多くなってきたということもあります
し、そのような場合にはガイドラインあるいは通
達といったものを見てもらえばよいのではないか
ということで、基本的には論点としての掲載をし
ないことになっています。
また、ウェブ上での広告に関する論点は除いて
います。広告については広告規制がいろいろな業
法で定められていますけれども、やはり各種業法
での広告規制というのは非常にたくさんあるわけ
で、それらを網羅して説明していくと、準則とし
ては分量が多くなり過ぎるので、各種業法につい
ての広告規制については、それをいちいち取り上
げるということはしません。
ただ、現在も広告規制についての論点は残って
はいるのですけれども、一般的な広告規制、特に
電子商取引では特定商取引法や景品表示法につい
ては、どうしても避けて通ることはできないので、
そういう特徴的な広告規制のものについては、論
点としては残しているということになります。
加えて、まだ法案としても成立していないもの
については、基本的に言及しません。公表時点の
法令の解釈を示す方針からすると、今後立法化さ

制限をして、できる限り理解しやすいようなもの
にという方針を定めています。
なお、準則は、各論点についてそれぞれ解説を
していくという形を取っていますから、論点主義
的なところがあります。実際に問題となり得る論
点を簡潔に、疑問形でまず記述をすることで、問
題提起をしています。論点の項目と、そこで掲げ
られた設問を見ていただくと、だいたいどういう
内容を書いているのかが分かるように構成してい
ます。
論点で、どういうテーマについて記載するかと
いうのを書いているわけですけれども、その下に
「考え方」と「説明」という、2つの項目を分けて
書くようにしています。「考え方」というところ
には、その論点に関しての回答の要約が示されて
います。
次に「説明」という項目を必ず設けていますが、
ここで、その最初の回答の概略について、より詳
しい説明をしています。その論点についての回答
の内容の概要を知りたいというときは、まず「考
え方」を読んでください。あまりページ数が多く
ならないように、2ページから4ページの範囲内
で書くような形を取っています。場合によっては、
長過ぎる場合は、一部分は脚注に落とすというよ
うな工夫もしています。利用されるときには、弁
護士の方々でしたら、やはり「説明」のところを
読んでいただきたいと思います。さらに各改訂時
のパブリックコメントの結果にも目を通していた
だくとよく理解できるかと思います。
それから、論点については、ほかの論点と関係
する部分は必ず出てきますので、相互参照できる
ような脚注を付けて、できるだけ準則の全体を俯
瞰できるような書き方をしていくという決まりで
編集しています。
用語についてはできる限り統一するように、論
点で使っている用語に違いが出ないようにという
ことを検討しながら解説をしています。
あと、論点として選択するもの、対象外とする
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意見、提案を受けて、どのように論点を追加すべ
きなのか、あるいは削除するのかというのを検討
して、最終的な原稿の採否を決めていきます。
事業者からも当然意見があるわけで、そういっ
た事業者からの意見、消費者相談窓口等、相談員、
国民生活センター、消費者団体から要望があれば、
それらの提案についても当然検討することとして
います。
時間の経過とともに、もう論点として挙げる必
要がないというようなものも出てきます。その場
合には、削除することにしています。
準則検討過程アーカイブの一部として残すよう
にしていますけれども、検討過程アーカイブにつ
いては公表はしていません。経産省のホームペー
ジの方で、これまでの各年度の準則が公表されて
いますので、それを見比べていただければ、削除
された論点も見ることはできます。

準則の存在意義6

準則の「はじめに」のところに、これまでの現
行法は、新しいEC取引や情報財取引を前提とし
ない法律が多く、既存の法の柔軟な解釈をして、
解釈で対応できない事項については、新たな法令
の構築も求められているという旨の記載がありま
す。
やはり現行法の解釈では限界があるようなとこ
ろについては、経産省の方としても、新しい立法
あるいは既存の法の改正を検討していくべきだと
いうことで、立法的な解決の課題を探る上でも、
この準則の策定というのが意味を持っています。
なおかつ、私法によるルール形成はかなり限界
があります。要は現行法を適用するとしても、裁
判で争って、そこで裁判所の公権的な解釈が示さ
れなければ、解釈として確定しません。しかも、
判例が迅速に積み重ねられるかというと、そうで

れそうという状況にあったとしても、その公表時
点ではまだ法令にもなっていないものについて
は、基本的には論点とはしないということになり
ます。これは先ほども説明したとおりです。

改訂時にアップデートされる点5

記載内容については、改訂をするたびに適否を
判断します。重要と思われるような法令や判決が
新規に出た場合には、それについて論点として書
き加えるのか、あるいは既存の論点を書き直して
変更するかということについては、都度検討して
います。
これまで判例のなかった論点に関連して、判例
が公開された場合には、原則として掲載をします。
要は、新しい裁判規範が出てきた場合には、それ
を取り入れるという方向で考えていくことにして
います。例えばパブリシティーの話などは、ピン
ク・レディーの判決が出たときに追加しています。
このように、新しい判例が出たときには、1つの
論点として、およそその最高裁の判例が出たとい
う場合には、それで1つの法解釈が固まったんだ
ろうということで、それに基づいて記載をすると
いうこともしています。
そのため、これまで裁判例のなかった論点に関
連した新たな裁判例が公開された場合には、原則
として公開するということと、すでに裁判例の存
在する論点について、新規性のあるものが出た場
合については、極力掲載をしています。重要度に
応じて、本文に記載したり、あるいは脚注で、そ
ういった裁判例が出たというようなことを記載を
していくというふうにしています。
論点の追加や削除は、政府、事業者、消費者相
談窓口等からの提案を受けて、協議に基づいて追
加の適否を決することになっています。政府とい
うのは、経産省だけではなく、各関係省庁からの
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ポンについては、グルーポンとかそういったビジ
ネスモデルがあるということを提示することに意
味があるということで、いろいろと検討を重ねた
んですけれども、法的構成が1つに収斂するとい
うようなことが考えづらく、一定程度の法的な枠
組みを提示するというのに留まっています。
それから、シェアリングエコノミーも、新たに
そういったことが論じられるようになって、論点
として追加しました。
令和2年においては、民法の一部を改正する法
律、すなわち債権法改正があり、ここで民法が大
きく変わったということもあって、これに伴って
準則の改訂が大きな作業になりました。
あと、令和4年4月の改訂では、電子商取引や
情報財取引に関しての論点は、一応の網羅はされ
ていると起草者ないし産業構造審議会のワーキン
ググループでは判断をしています。今後は、よほ
ど何か新しいビジネスモデルが出てきて、しかも
異論のない解釈が出てくるようなものがない限り
は、新規論点の追加はなかなか難しい部分がある
かもしれません。

もないという現状があります。特に電子商取引で
消費者が関連するようなBtoC取引などでは、被
害額の問題もあって、裁判例を作っていくのが難
しいというところもあります。ですので、判決の
先取りというような意味合いもあって、準則で解
釈を示していくのが、1つの有意義な在り方で、
課題の解決の一端を担っているかと思います。
法的な問題点について、現行法がどう適用され
るのか、その解釈を示して、当事者の予見可能性
を高めて、取引の円滑化に資するという、最初に
お話しした内容が、この準則を策定する1つの効
果として狙っているところです。今後の立法、そ
の他のルール形成の参考とすることも、準則の検
討によって、期待されているものといえます。

新しいビジネスモデルへの対応7

新しいビジネスモデルという点では、平成24
年には共同購入クーポンをめぐる法律問題に関す
る論点の追加がありました。ただ、共同購入クー

準則の構成等1

現状の構成ですけれども、論点は70ほどあり
ます。電子商取引に関しては消費者の操作ミスに
よる錯誤とか、あるいは未成年者による意思表示
の問題、ネット・ショッピング・モール運営者の
責任、サービス運営事業者の利用者に対する責任

などです。DPFの関係は、取引DPF消費者保護
法が令和4年4月の段階ではまだ施行されていな
かったので、それを視野に入れた検討自体はして
いるものの、この論点の中にそれをそのまま取り
入れることまではしていません。もっぱら消費者
問題は、第1章の電子商取引に関する論点のとこ
ろで論じられているところが多いかと思います。
第2章としては、インターネット上の情報の提

第2 現在の準則の内容
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ないのかとか、あるいはこういう論点を取り上げ
てほしいとか、この論点はもういらないんじゃな
いのかとか、そういった意見があれば、いつでも
受け付けているというスタンスでいます。何かあ
れば、こちらにご連絡いただければ、次の改訂時
にそのご意見を反映するということもあるかと思
いますので、読んでいて何かお気付きの点があり
ましたら、情経課の方に連絡をしていただければ、
よりよい準則へと変わっていくと思います。

論点の一例紹介
 （未成年者の意思表示等）2

未成年者による意思表示の論点が、準則の76
ページ以降に掲載されています。未成年者による
意思表示については、現在の民法21条の部分で
すが、準則ができた当時は詐術の問題を論点とし
て掲載していました。ただ、年齢確認画面等の対
応については、当時の旧民法20条の詐術規定の
適用によって、取消すことができない場合がある
のではないかということで、論点として取り上げ
られていました。
当初は簡単に、年齢確認画面の対応によって、
旧民法20条の詐術規定で取消せない場合があっ
て、その具体例としては、年齢のチェックで詐称
した場合というようなものが事例として挙げられ
ていたんですけれども、平成23年の段階では、
この論点につき記載内容を拡充し、取消権の制限
事由を網羅して記載しました。あと、キャリア課
金の仕組みと契約関係の分析と、取消後の法律関
係の説明を追加しました。単に旧民法20条の部
分だけを取り上げるのではなくて、未成年者の意
思表示全体について、取消せる場合と取消せない
場合、あと、取消された場合にどのような法律関
係になるのかというところまで含めて、論点の中
に取り込んだというのが、平成23年6月版でした。

示、利用に関する論点があります。ここではネッ
トと肖像権、パブリシティー、あるいは著作権の
問題とか、商標権侵害、あとはリンクを張る場合
の問題点とか、景表法と特商法の表示義務の問題
も一応論点として、この中に組み込まれています。
第3章が情報財取引に関する論点になっていま
す。ここはライセンスの関係とか、主に事業者が
問題にされるところが多いかと思いますが、デジ
タルコンテンツの部分については、一般消費者も
当然影響があるので、消費者問題を考えるときに
は参考にすべき部分があるかと思います。
第4章のところの、国境を越えた取引に関する
論点ですが、電子商取引はボーダーレスな取引と
いう性質ももっているので、国境を越えた取引に
ついて、どのような法的な問題があるのかを提示
しています。この中では、日本の消費者が国外事
業者と取引をする場合の裁判管轄とか、準拠法の
問題を説明しています。そのほかに、事業者間の
問題が越境取引の関係では多いかと思いますが、
この分野はいわゆる国際私法の分野です。
令和4年版については、電子商取引及び情報財
取引に関する準則の改訂のための有識者会議とい
うものを設けていたわけですけれども、この有識
者会議委員としてもっぱら学者が、その構成員と
なっています。
実際の改訂作業については、主に弁護士が起草
の研究会委員として関与して、改訂・起草を行っ
ています。
準則は、原稿ができて公表することが決まった
段階で、経産省がパブリックコメントにかけるよ
うにしています。パブリックコメントの内容につ
いていろいろな意見が出てきて、そこで修正を加
えるということもたまにありますし、有識者会議
側の意見というのを出しますので、パブリックコ
メントを見ていただくということは、準則の理解
にもつながると思います。
なおかつ、準則の中に情報経済課の連絡先を記
載しています。準則を読んでいて、ここはこうじゃ
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で妥当するものではないということです。
しかも、制限行為能力者のうちで、未成年者に
ついては詐術に当たるかどうかの判断は慎重に行
われるべきであるというようなことが我妻榮先生
らの『我妻・有泉コンメンタール民法［第７版］』
（日本評論社）に書かれていたり、あるいはその
若年者が行った虚偽の申告といったものが本当に
詐術といえるものと値するのかというような学説
上の意見もあったりするものですから、その点も
言及をして、やはり自ら成人であるという表示を
しただけでは詐術に該当するという判断ができな
いという解釈を示すことにしました。
令和2年8月版、令和4年4月版では、民法の
改正によって修正を取り入れる、あるいは成人年
齢の引き下げによる修正を取り入れるというふう
に、その時々の法改正に従った改訂を行っていま
す。
このようにして「未成年者による意思表示」と
いう論点では、未成年者を申込者とする電子商取
引について、相手方が取消しの主張を受けた場合
に、取消しの主張の適否はどのように判断される
かというのが示されています。
これについて「考え方」のところでは、法定代
理人の同意なしという場合には、原則として取消
しができるという原則を書いて、けれども、次の
場合には未成年者であることを理由とした申込み

キャリア課金などでのゲームアプリの消費者被
害が増えたということもあって、平成23年の改
訂につながったわけですけれども、さらに年齢の
低い幼年者のトラブル事例が発生して、それがか
なり相談事例としても多くなり、平成26年の8月
版では、意思無能力者の場合は契約無効となるこ
とを明示し、詐術の可能性のある事例についても
若干の修正を行いました。単に年齢詐称しただけ
で取消せなくなるという見解はちょっとおかしい
ということで、議論の末、内容を修正しています。
判断要素として、未成年者の年齢、商品属性、
商品対象者、事業者の設定する警告の表示など、
年齢確認や、同意確認画面等の構成も考慮して判
断しなければなりません。要は、単純に年齢の詐
称をすれば、あるいは同意があるということを入
力してしまえば、それで取消せなくなるというほ
ど単純な話ではないということです。
そこでは、個別具体的に総合判断すべきだとい
うことも追記したということと、詐術で取消権を
失うというような判例を見てみると、ほとんど準
禁治産者に関する事例であって、しかも準禁治産
者の中の浪費者に該当するような事例であったと
いうことも、検討の結果出てきました。そういっ
たことも注記をして、取消せなくなるという事案
の裁判例があるからといって、必ずしもそれがそ
のまま全ての制限行為能力者の主張制限のケース
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ても、その記載だけで同意があると推定すること
は必ずしもできないということです。原則として、
規約に書いてあるから同意があったというふうに
みなすのは、かなり難しいのではないかというこ
とを述べています。
電子商取引の利用規約については、利用規約の
定型約款としての契約への組み入れとか、あるい
は定型約款の規定が適用されない利用規約の組み
入れといった、約款についての論点があるので、
それを参照できるように、注記の中で相互参照で
きるようにしています。約款の内容の組み入れが
できるのか、有効なのかというところと、もし仮
に約款上に規定があったとした場合については、
その約款の単純な有効、無効という話だけではな
くて、詐術に当たるかどうかというところについ
ても、別レベルで論点となり得るというようなこ
とを説明しています。
それからキャリア決済については、やや詳しく
説明はなされていますが、キャリア側がそのキャ
リア課金について、未成年についての一定の制限
を設けるなどといった対応をしてきました。この
問題へのキャリアの対策もあり、昔ほどはクロー
ズアップされず、被害数はやや後退しているとい
うような状況がありますので、ここについては削
除してもいいかというような話もありました。し
かし、一応この問題が全てなくなっているわけで
はない側面もあるので、キャリア課金についての
仕組みとか、未成年者の場合にはどういった形に
なるのかというような説明も加えています。 図1

あとは関連判例として、例えばダイヤルQ2事
件は若干参考になるだろうということで記載をし
ています。
未成年者による詐術は、やはり未成年者の意思
表示に関するものの中では一番焦点が当たってい
るところで、消費者が未成年者取消しの主張をし
た場合には、それに対抗するものとして、この詐
術の話は必ず出てきますから、詐術についてどう
いうような解釈ができるのかは、いろいろな学者

取消しは認められないという、この民法21条の
適用可能性を示しています。あと、改正民法で、
債権法改正のときに意思無能力についても明文化
されたので、この点は令和2年改訂のときに入れ
ています。
さらに、取消しができない場合はどういうとき
かを網羅的に説明しています。未成年者が法定代
理人の同意を得て申込みを行った場合、この場合
には取消しはできません。
近年取消しができないという主張をしてくる事
業者もいるのですけれども、特に、最初に改訂し
た平成26年の当時は、携帯電話のキャリア決済
の問題が大きくなっていました。そこで、キャリ
ア決済についての説明を加えました。同意をしな
い場合でも、取消しができない場合として、処分
を許された財産がありますので、それについても
簡単に書いています。
また、この民法21条は事業者とは、かなり争
いになる部分です。
単純に「成年ですか」の問いに「はい」のボタ
ンをクリックさせる場合に、これだけで詐術に当
たるということはいえないのではないかという点
は先に述べたとおりですが、最近は利用規約の中
に、「未成年者の場合は同意が必要です」と記載
してあるだけの場合や、同意が必要だということ
を記載しつつ、なおかつ、取引をした場合は同意
があったものと見なしますという、何らかの同意
のみなし規定まで入れている事業者もいます。こ
れらの場合はおそらく同意として認められないだ
ろうということを前提に事例として書いてありま
す。
同意確認についても、先ほどの事例であったよ
うに、対面とか書面とかに比べて容易ではないと
いうことと、未成年者が申込む可能性の高さとか、
取引対象とか、そういったものを考えて、同意が
あるかどうかというのは慎重に検討しなければい
けないということを書いています。画面や利用規
約で、同意が必要であるというふうに書いたとし
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〈例：回収代行型※の場合の契約関係の概要〉
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　  ②携帯電話の利用料金
＋

情報料等の請求

　  ②携帯電話の利用料金
＋

情報料等の請求

①情報提供等 ③支払

①携帯電話契約者（未成年者）＝サービス利用者（未成年者（同一人））
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提供事業者

回収代行契約

携帯電話契約者
（未成年者）

携帯電話事業者
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⑤手数料
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①情報提供等 ③支払

②携帯電話契約者（親など）≠有償サービス利用者（未成年者）

有償サービス
提供事業者

回収代行契約

携帯電話契約者
（親など）

有償サービス利用者
（未成年者）

携帯電話事業者
④収納代金

⑤手数料

※図ではキャリア課金の方法として回収代行型を上げているが、携帯電話事業者がサービス提供事業者から代金債権の譲渡を受けて
　携帯電話契約者に請求する債権譲渡型もある。

図1 ＊準則81頁より引用



30 NIBEN Frontier   2024年6月号

なっているというのが現状です。
「インターネット通販における返品」について
も、法定返品権というのはどういうものかとか、
そういった考え方を書いてありますけれども、こ
の中でも、注記でいろいろと注意すべきところを
書いたりもしています。法定返品権の規定だけで
はなくて、施行規則の中の規定とか、そういった
法律だけでは正しく理解できない部分、政省令の
部分まで含めて説明をするようにしています。
1つの論点について、いろいろな解決、具体的
な事例を解決するに当たって、どういう法律、あ
るいはガイドラインを使っているかについて、い
ろいろと書いているので、準則を辞書的に使って
いただければと思います。

まとめ3

今後、もっといろいろな問題が出てくると思い
ます。まだ令和4年4月の改訂では、取引DPF消
費者保護法は未施行の段階でしたし、改正特商法
についても十分な反映がなされていない部分があ
るため、今後まだ改訂が必要です。
起草者は事業者側で活動されている方もいらっ
しゃいますし、私のように消費者側で活動してい
るメンバーもいるので、それぞれの立場からいろ
いろと総合的に議論して、できるだけ普遍的な解
釈がなされるようにということで努力していま
す。妥当性を持った解釈を示そうとしているとい
うことを理解していただいて、ご利用いただけれ
ばと思います。
最後に、準則は民事法の問題を中心としている
のですが、どうしても公法規制に言及せざるを得
なかった部分があります。国境を越えた取引に関
する公法規制の適用範囲は、一般的な民事問題で
はなくて、いわゆる製品安全の問題なので、ちょっ
と毛色は違いますが、入ったりもしています。

の論文や教科書などを参照できるように引用しな
がら記載をしています。
あとは、関連する最高裁の判例がある場合には
紹介していますが、ただ単純に判例の言い回しを
そのまま適用すればいいのかというと、やはりそ
れでは不十分だろうと考えています。例えばここ
で挙げている最高裁の判例は、準禁治産者の浪費
者に関する事例であったということが指摘されて
いるところですので、そういったことについても
検討できるように、文献等について参照できるよ
うな注記を入れています。
一般の相談員レベルだと、この辺まで考える、
あるいは参照して自分で検討するというのはなか
なか難しいところですけれども、それ以上の知識
がある法務担当者とか、あるいは弁護士であれば、
こういった文献に当たっていただければ、本文で
書いているところはあながち間違いではないだろ
うというところは理解していただけるのではない
のかと思います。
準則の中の記載では、結局は総合考慮のような
形になっていて、個別具体的な事情を総合考慮し
た上で、事実的な観点から判断されるものという
ふうに結論付けています。中には、これだと簡単
には判断できないのではないのかとおっしゃる方
もいらっしゃるのですけれども、やはり画一的に
単純に考えることができる部分ではないという見
解に立っていますので、それは致し方ないところ
だということで、ご理解いただければと思います。
あとは、取消された場合に、どのような法律関
係になるのかというところを詳しく書ています。
原状回復とか現存利益とか、そういった問題はい
ろいろあるのですが、確定的に言える範囲で書か
せていただいています。現存利益については本当
にいろいろな考え方があって、消費者側に立てば、
現存利益なしというケースも結構あるでしょうけ
れども、そうではないというような裁判例もない
ことはないので、解釈が固まっているわけではな
いから、断定的な言い方はできないという状態に



特集 電子商取引及び情報財取引等に関する準則

31NIBEN Frontier   2024年6月号

質問者 弁護士にとっては、準則を裁判で有利に使
いたいということがあると思うのですけれども、
具体的に裁判所に出す際に、例えばその編集方針
をきちんと出した方がいいとか、基本的に準則の
考え方に沿った形で裁判所も考えていただけるの
かなどについて、もし何かご示唆ありましたらい
ただけますでしょうか。

高 木 特に私自身は準則を証拠等として出して訴
訟をしたことはないので、分かりません。けれど、
論点についての解釈は、できるだけ標準的な法令
の解釈を基礎としていますから、出していただい
てもいいのかもしれません。ただ、いろいろ見て
いると、だいたい準則に書いてあるのと同じよう
な判断をしている裁判例があるので、そうすると
あまり、そういう前提条件は気にする必要はない
のかなという気もします。ですので、裁判でこう
いう解釈が示されているという資料や証拠として
出すという程度でしたら、あまり留意点はないの
かなと思っています。

質問者 ありがとうございます。準則で書いたこと
をそのまま判決の規範としているに近い裁判例も
あるということで、わりと裁判官も信頼してくれ
るということなので、有利に使えそうであれば、
積極的に使っていきたいと思います。
続いて、もう1点だけ。準則は、原則として主
に経産省が作っていますけれども、他省庁の所管
の法令について、踏み込みつつあるような解釈を
示す場合は、他省庁と修正や調整をするのかなと
想像します。何か言える範囲、言えない範囲、あ
ると思うんですが、他省庁との調整の中で、こう
いう修正がありましたよなど、何かありましたら

教えていただければと思います。

高 木 その辺はちょっとここで言及するのは難し
いと思います。ただ、関係する省庁に意見を聞い
ているのは確かなので、先ほどもお話ししたよう
に、メンバーの中に他の省庁がオブザーバーとし
て入っているというようなこともありますので、
オブザーバーとして来ていれば、何らかの意見が
出てくることは当然というか自然の話で、このあ
たりについては反映することはあります。あるい
は、これはやめてくれと言われることもあるとい
う、一般論としてはそういうことがあり得るん
じゃないのかなというふうには言えます。

司 会 可能な限りで答えていただきまして、あり
がとうございました。やはりある程度調整がある
ということで、だからこそ信用性があるのかなと
思います。ありがとうございました。�

第3 質疑応答


